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○
総
務
省
告
示
第
四
百
十
二
号

株
式
会
社
海
外
通
信
・
放
送
・
郵
便
事
業
支
援
機
構
法
（
平
成
二
十
七
年
法
律
第
三
十
五
号
）
第
二
十
四
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
株
式
会
社
海
外
通
信
・
放
送
・
郵
便
事
業
支
援
機
構
支
援
基
準
を
次
の
よ
う
に
定
め
た
の
で
、
同
条
第

三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
れ
を
公
表
す
る
。

平
成
二
十
七
年
十
一
月
三
十
日

総
務
大
臣

山
本

早
苗

株
式
会
社
海
外
通
信
・
放
送
・
郵
便
事
業
支
援
機
構
支
援
基
準

機
構
が
対
象
事
業
支
援
の
対
象
と
な
る
事
業
者
及
び
当
該
対
象
事
業
支
援
の
内
容
を
決
定
す
る
に
当
た
っ
て
従
う
べ

き
基
準
を
次
の
と
お
り
定
め
る
こ
と
と
す
る
。

１

支
援
の
対
象
と
な
る
対
象
事
業
が
満
た
す
べ
き
基
準

機
構
の
支
援
の
対
象
と
な
る
対
象
事
業
は
、
次
の

か
ら

ま
で
に
定
め
る
基
準
を
い
ず
れ
も
満
た
す
こ
と
と
す

（１）

（４）

る
。

政
策
的
意
義

（１）
①

我
が
国
の
事
業
者
に
蓄
積
さ
れ
た
知
識
、
技
術
及
び
経
験
が
活
用
さ
れ
、
我
が
国
及
び
海
外
に
お
け
る
通
信

・
放
送
・
郵
便
事
業
に
共
通
す
る
需
要
の
拡
大
に
通
じ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

②

通
信
・
放
送
・
郵
便
に
係
る
イ
ン
フ
ラ
の
整
備
及
び
そ
の
運
営
若
し
く
は
維
持
管
理
又
は
こ
れ
ら
と
当
該
イ
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ン
フ
ラ
を
活
用
し
た
Ｉ
Ｃ
Ｔ
サ
ー
ビ
ス
若
し
く
は
放
送
コ
ン
テ
ン
ツ
の
提
供
等
を
パ
ッ
ケ
ー
ジ
で
行
お
う
と
す

る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

③

海
外
に
お
け
る
需
要
の
開
拓
又
は
事
業
の
円
滑
な
運
営
の
た
め
に
、
機
構
に
よ
る
支
援
が
有
効
で
あ
る
と
見

込
ま
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

④

我
が
国
の
外
交
政
策
及
び
対
外
経
済
政
策
と
の
調
和
が
と
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

民
間
事
業
者
の
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
に
よ
る
運
営

（２）
①

機
構
と
協
調
し
て
、
民
間
事
業
者
か
ら
対
象
事
業
者
に
対
し
て
出
資
等
の
資
金
供
給
が
行
わ
れ
る
こ
と
。

②

民
業
補
完
性
に
配
慮
し
、
機
構
が
我
が
国
の
事
業
者
と
の
間
で
対
象
事
業
者
へ
の
最
大
出
資
者
と
な
ら
な
い

こ
と
。
た
だ
し
、
機
構
が
我
が
国
の
事
業
者
と
の
間
で
最
大
出
資
者
と
な
る
こ
と
が
一
時
的
で
あ
る
と
認
め
ら

れ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

対
象
事
業
の
長
期
収
益
性
の
確
保

（３）
①

対
象
事
業
が
公
的
な
資
金
に
よ
る
支
援
を
受
け
る
こ
と
に
鑑
み
、
対
象
事
業
を
効
率
的
、
効
果
的
か
つ
確
実

に
実
施
す
る
体
制
を
確
保
す
る
等
、
対
象
事
業
者
が
適
切
な
経
営
責
任
を
果
た
す
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
こ
と
。

②

デ
ュ
ー
デ
ィ
リ
ジ
ェ
ン
ス
を
通
じ
て
、
長
期
的
に
は
利
益
が
確
保
で
き
る
と
見
込
ま
れ
る
も
の
で
あ
る
こ

と
。

③

支
援
決
定
を
行
っ
て
か
ら
一
定
の
期
間
以
内
に
、
機
構
が
保
有
す
る
対
象
事
業
者
に
係
る
株
式
等
の
譲
渡
そ
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の
他
の
方
法
に
よ
る
資
金
回
収
が
可
能
と
な
る
蓋
然
性
が
高
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

④

外
部
要
因
等
に
よ
り
撤
退
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
場
合
に
備
え
、
対
象
事
業
者
が
、
関
係
者
と
の
間
で
、
あ
ら

か
じ
め
撤
退
に
関
す
る
取
決
め
を
行
っ
て
い
る
こ
と
。

他
の
公
的
機
関
と
の
関
係

（４）

機
構
と
株
式
会
社
国
際
協
力
銀
行
、
独
立
行
政
法
人
国
際
協
力
機
構
及
び
独
立
行
政
法
人
日
本
貿
易
保
険
を
は

じ
め
と
す
る
他
の
公
的
機
関
と
の
間
で
十
分
な
連
携
の
下
で
適
切
な
役
割
分
担
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
。

２

対
象
事
業
支
援
全
般
に
つ
い
て
機
構
が
従
う
べ
き
事
項

機
構
が
対
象
事
業
支
援
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
次
の

か
ら

ま
で
の
い
ず
れ
に
も
従
う
こ
と
と
す
る
。

（１）

（５）

運
営
全
般

（１）
①

機
構
の
支
援
は
公
的
な
資
金
を
活
用
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
鑑
み
、
政
策
目
的
に
沿
っ
て
効
率
的
に
運
営

す
る
こ
と
。

②

民
間
事
業
者
の
事
業
活
動
を
後
押
し
す
る
視
点
を
踏
ま
え
、
民
業
補
完
に
徹
す
る
こ
と
。

③

リ
ス
ク
が
高
く
民
間
事
業
者
の
み
で
は
十
分
な
実
施
が
困
難
な
事
業
に
対
し
、
他
の
公
的
機
関
を
含
む
関
係

者
間
で
適
切
な
リ
ス
ク
共
有
を
図
り
つ
つ
資
金
供
給
を
行
う
こ
と
。

④

民
間
事
業
者
の
人
材
・
ノ
ウ
ハ
ウ
を
活
用
す
る
こ
と
等
を
通
じ
て
、
支
援
に
必
要
な
体
制
を
構
築
す
る
こ

と
。
ま
た
、
将
来
民
間
事
業
者
で
活
躍
で
き
る
事
業
創
造
の
核
と
な
る
人
材
の
育
成
に
努
め
る
こ
と
。
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⑤

現
地
に
お
け
る
我
が
国
公
的
機
関
と
連
携
し
、
対
象
事
業
の
円
滑
な
運
営
の
た
め
、
相
手
国
政
府
・
民
間
事

業
者
そ
の
他
関
係
者
と
の
交
渉
・
調
整
を
行
う
こ
と
。

⑥

国
に
対
し
、
対
象
事
業
の
状
況
等
に
つ
い
て
適
時
・
適
切
に
報
告
す
る
こ
と
。

⑦

新
規
及
び
継
続
中
の
対
象
事
業
に
つ
い
て
支
援
継
続
の
必
要
性
等
を
事
業
年
度
ご
と
に
検
証
し
、
そ
の
検
証

結
果
を
踏
ま
え
、
必
要
に
応
じ
、
当
該
対
象
事
業
へ
の
支
援
及
び
投
資
全
体
の
運
用
方
針
を
適
切
に
見
直
す
こ

と
。

⑧

投
資
に
係
る
リ
ス
ク
を
継
続
的
に
把
握
・
評
価
し
、
専
門
人
材
の
確
保
を
含
め
た
リ
ス
ク
管
理
の
た
め
の
体

制
を
整
備
し
た
上
で
、
適
切
な
リ
ス
ク
管
理
を
行
う
こ
と
。
併
せ
て
、
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
リ
ス
ク
の
管
理
も

十
分
に
行
う
こ
と
。

投
資
規
律
の
確
保

（２）
①

情
報
の
取
扱
い
に
つ
い
て
は
、
競
争
に
与
え
る
影
響
等
を
踏
ま
え
、
適
正
に
行
う
こ
と
。
そ
の
上
で
、
適
切

な
情
報
開
示
を
継
続
的
に
行
う
こ
と
で
、
国
民
に
対
す
る
説
明
責
任
を
果
た
す
こ
と
。

②

事
業
を
推
進
す
る
機
能
と
事
業
性
を
判
断
す
る
機
能
の
バ
ラ
ン
ス
の
取
れ
た
適
切
な
体
制
を
構
築
す
る
こ
と

等
を
通
じ
、
投
資
規
律
を
確
保
す
る
こ
と
。

③

民
間
事
業
者
の
慣
行
を
踏
ま
え
、
投
資
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
を
は
じ
め
と
す
る
機
構
の
役
職
員
の
報
酬
を

業
績
と
連
動
さ
せ
る
等
、
機
構
の
役
職
員
が
責
任
を
も
っ
て
業
務
を
行
う
体
制
を
整
備
す
る
こ
と
。
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④

投
資
事
業
を
行
う
組
合
等
を
経
由
し
た
支
援
を
行
う
場
合
に
お
い
て
も
、
政
策
目
的
を
踏
ま
え
た
適
切
な
投

資
が
行
わ
れ
る
よ
う
契
約
に
よ
り
担
保
す
る
と
と
も
に
、
適
切
に
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
を
行
う
こ
と
。

機
構
の
長
期
収
益
性
の
確
保

（３）
①

個
別
の
対
象
事
業
支
援
を
通
じ
て
得
ら
れ
る
総
収
入
額
が
、
長
期
的
に
必
要
な
総
支
出
額
（
出
資
者
に
対
す

る
適
切
な
配
当
を
含
む
。
）
を
上
回
る
よ
う
、
事
業
年
度
ご
と
に
進
捗
状
況
や
収
益
性
を
適
宜
評
価
し
つ
つ
、

長
期
収
益
性
を
確
保
す
る
こ
と
。

②

対
象
事
業
の
収
益
が
悪
化
し
た
場
合
に
、
そ
の
改
善
に
向
け
た
措
置
を
尽
く
す
こ
と
。
そ
れ
で
も
な
お
改
善

が
見
込
め
な
い
場
合
に
は
、
対
象
事
業
者
を
含
む
第
三
者
へ
の
保
有
株
式
売
却
等
の
方
策
を
検
討
す
る
こ
と
。

③

対
象
事
業
に
は
想
定
し
て
い
た
需
要
を
確
保
で
き
ず
に
採
算
割
れ
を
招
く
「
需
要
リ
ス
ク
」
が
存
在
す
る
こ

と
を
踏
ま
え
、
投
資
案
件
が
特
定
の
事
業
類
型
に
過
度
に
偏
る
こ
と
が
な
い
よ
う
、
機
構
の
目
的
の
範
囲
内
に

お
け
る
投
資
の
中
で
適
切
な
分
散
投
資
を
行
う
こ
と
。

④

民
間
事
業
者
と
連
携
・
調
整
の
上
、
必
要
に
応
じ
て
機
構
の
役
職
員
又
は
外
部
の
専
門
家
を
派
遣
す
る
等
、

適
切
に
対
象
事
業
に
対
す
る
事
業
参
画
・
運
営
支
援
を
行
う
こ
と
。

機
構
へ
の
民
間
出
資
者
等
と
の
関
係

（４）
①

機
構
へ
の
民
間
出
資
者
等
の
構
成
に
つ
い
て
、
機
構
の
中
立
性
及
び
幅
広
い
民
間
出
資
者
等
を
確
保
す
る
観

点
か
ら
適
切
な
も
の
に
す
る
こ
と
。



- 6 -

②

機
構
の
業
務
執
行
の
方
針
に
つ
い
て
、
必
要
に
応
じ
、
機
構
へ
の
民
間
出
資
者
等
か
ら
意
見
聴
取
を
行
い
、

機
構
の
運
営
に
反
映
さ
せ
る
こ
と
。

政
府
の
関
係
施
策
と
の
連
携

（５）
①

効
率
的
・
効
果
的
に
対
象
事
業
の
支
援
を
行
う
観
点
か
ら
、
必
要
に
応
じ
て
、
関
係
省
庁
、
地
方
公
共
団

体
、
政
府
関
係
機
関
、
対
象
事
業
に
関
連
す
る
官
民
フ
ァ
ン
ド
そ
の
他
関
係
者
と
相
互
に
連
携
を
図
り
、
守
秘

義
務
に
留
意
し
つ
つ
、
情
報
交
換
等
に
取
り
組
む
こ
と
。

②

ベ
ン
チ
ャ
ー
企
業
や
地
域
経
済
を
支
え
る
民
間
事
業
者
へ
の
支
援
に
も
配
慮
す
る
こ
と
。


